
　

心
理
士
に
よ
る
心
の
相
談
会

を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

心
の
悩
み
で
お
悩
み
の
方
、

又
は
そ
の
家
族
の
方
は
こ
の
機

会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
前
の
予
約
が
必
要

で
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

応
相
談

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
３
３
５

　

村
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
心

配
な
こ
と
が
あ
っ
て
困
っ
て
い

る
方
の
た
め
に
、
心
配
ご
と
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

５
月
９
日
㈯

　
　
　
　

10
：
00
～
12
：
00

◆
会
場　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

◆
相
談
員　

村
民
生
委
員

　
　

星　

貞
雄
・
河
島
喜
代
子

問
泉
崎
村
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
５
５
５

全
面
施
行
と
な
り
ま
し
た
。

◆
副
流
煙
は
主
流
煙
よ
り
も
有

害
で
す
！

　

た
ば
こ
の
先
端
か
ら
出
る
煙

「
副
流
煙
」
は
、
喫
煙
者
が
吸

引
し
て
い
る
煙
「
主
流
煙
」
よ

り
、
ニ
コ
チ
ン
・
タ
ー
ル
・
一

酸
化
炭
素
な
ど
の
有
害
物
質
を

多
く
含
ん
で
い
ま
す
。

　

換
気
扇
の
下
、
ベ
ラ
ン
ダ
な

ど
で
喫
煙
し
て
も
受
動
喫
煙
は

防
げ
ま
せ
ん
。

◆
サ
ー
ド
ハ
ン
ド
ス
モ
ー
ク
の

健
康
影
響
も
！

　

サ
ー
ド
ハ
ン
ド
ス
モ
ー
ク
＝

た
ば
こ
を
吸
っ
た
人
が
吐
き
出

す
息
や
、
た
ば
こ
の
煙
成
分
が

部
屋
や
物
（
服
、
髪
、
カ
ー
テ

ン
、
壁
な
ど
）
に
染
み
込
み
放

出
し
続
け
る
有
害
物
質
を
吸
い

込
む
こ
と
。

　

特
に
子
ど
も
へ
の
健
康
影
響

が
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
禁
煙
外
来
も
あ
り
ま
す
！

　

村
内
で
は
、
泉
崎
南
東
北
診

療
所
に
禁
煙
外
来
が
あ
り
ま
す
。

◆
診
察　

【
予
約
制
】

　
　
　
　
　

毎
週
月
曜
日
午
後

問
泉
崎
南
東
北
診
療
所

☎
０
２
４
８
・
５
３
・
２
４
１
５

　

福
島
県
弁
護
士
会
白
河
支
部

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

を
実
施
い
た
し
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、

予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
日
時　

６
月
26
日
㈮

　
　
　
　

13
：
00
～
16
：
00

◆
場
所　

泉
崎
村
保
健
福
祉

 

総
合
セ
ン
タ
ー

問
泉
崎
村
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
４
８
・
５
４
・
１
５
５
５

　

福
島
県
で
は
、
借
金
・
多
重

債
務
問
題
や
契
約
ト
ラ
ブ
ル
な

ど
様
々
な
消
費
生
活
相
談
に
対

応
す
る
た
め
、
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
会
を
実
施
し
ま

す
。
（
秘
密
厳
守
）

◆
日
時　

６
月
２
日
㈫

　
　
　
　

13
：
00
～
17
：
00

◆
会
場　

白
河
合
同
庁
舎

　
　
　
　

３
階
３
０
４
会
議
室

◆
相
談
方
法

　

面
接
相
談
ま
た
は
電
話
相
談

※
相
談
時
間
は
１
人
あ
た
り
30

分
と
な
り
ま
す
。

※
事
前
予
約
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

問
県
南
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部

広報
いずみざき 1４

県
民
生
活
課

☎
０
２
４
８
・
２
３
・
１
５
４
８

　

自
動
車
税
の
納
期
限
は
６
月

１
日
㈪
で
す
。

　

令
和
２
年
度
自
動
車
税
は
、

銀
行
な
ど
の
金
融
機
関
の
ほ
か

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
６

月
１
日
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
め

ま
し
ょ
う
。

問
県
南
地
方
振
興
局
県
税
部
課

税
課

☎
０
２
４
８
・
２
３
・
１
５
１
９

　

２
０
１
８
年
７
月
、
健
康
増

進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
成
立
し
、
こ
の
こ
と
で
、
望

ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る

た
め
の
取
り
組
み
は
、
マ
ナ
ー

か
ら
ル
ー
ル
へ
と
変
わ
り
ま
し

た
。

　

多
く
の
人
が
利
用
す
る
す
べ

て
の
施
設
に
お
い
て
、
原
則
屋

内
禁
煙
と
な
り
ま
す
。

　

２
０
２
０
年
４
月
１
日
よ
り

５
月
31
日
㈰
か
ら

６
月
６
日
㈯
は

禁
煙
週
間
で
す
。

相　
　

談

心
配
ご
と
相
談
所

無
料
法
律
相
談

心
の
相
談
会

消
費
生
活
無
料
法
律

相
談
会

自
動
車
税
の
納
期
限

に
つ
い
て

案　
　

内



キ
ャ
ン
プ
２
０
２
０
」
を
開
催

し
ま
す
。

　

仲
間
と
共
に
、
自
分
た
ち
の

食
・
住
環
境
を
創
っ
て
い
く
と

い
う
課
題
に
向
き
合
い
な
が
ら
、

長
距
離
ハ
イ
ク
や
登
山
を
通
し

て
、
達
成
感
や
協
働
す
る
喜
び

を
実
感
し
ま
し
ょ
う
。

◆
開
催
日

ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
キ
ャ
ン
プ

７
月
５
日
㈰

メ
イ
ン
キ
ャ
ン
プ

８
月
２
日
㈰
～
８
月
10
日
㈪

〈
８
泊
９
日
〉

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
キ
ャ
ン
プ

１
月
９
日
㈯
～
１
月
11
日
㈪

◆
参
加
費　

３
万
円

◆
対　

象　

小
学
５
年
生
～
中

学
２
年
生
（
20
名
程
度
）

◆
申
込
受
付

５
月
１
日
㈮
～
６
月
１
日
㈪

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
。

※
全
日
程
参
加
で
き
る
こ
と
が

条
件
と
な
り
ま
す
。

問
国
立
那
須
甲
子
少
年
自
然
の
家

☎
０
２
４
８
・
３
６
・
２
３
３
１

 

（
担
当
：
増
田
）
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福
島
県
で
は
、
禁
煙
に
取
り

組
む
施
設
や
車
両
を
登
録
・
認

証
し
、
た
ば
こ
の
煙
に
ふ
れ
な

い
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

ま
す
！

　

施
設
管
理
者
の
方
か
ら
の
申

請
、
住
民
の
皆
様
か
ら
の
推
薦

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◆
対
象　

人
の
集
ま
る
県
内
の

「
す
べ
て
の
」
施
設

◆
要
件　

施
設
内
が
終
日
全
面

禁
煙
で
あ
る
こ
と
等

問
県
南
保
健
福
祉
事
務
所
健
康

増
進
課

☎
０
２
４
８
・
２
２
・
５
４
４
３

　

工
業
統
計
調
査
は
、
従
業
者

４
人
以
上
の
全
て
の
製
造
事
業

所
を
対
象
に
６
月
１
日
時
点
で

実
施
し
ま
す
。

　

工
業
統
計
調
査
は
、
我
が
国

に
お
け
る
工
業
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

政
府
の
重
要
な
調
査
で
、
統
計

法
に
基
づ
く
報
告
義
務
の
あ
る

基
幹
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
の
結
果
は
、
中
小
企
業

施
策
や
地
域
振
興
な
ど
、
国
及

び
地
域
行
政
施
策
の
た
め
の
基

礎
資
料
と
し
て
利
活
用
さ
れ
ま

す
。

　

調
査
票
に
ご
記
入
い
た
だ
い

た
内
容
は
、
統
計
作
成
の
目
的

以
外
（
税
の
資
料
な
ど
）
に
使

用
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

　

調
査
の
趣
旨
・
必
要
性
を
ご

理
解
い
た
だ
き
、
御
回
答
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
総
務
課
総
務
係

☎
０
２
４
８
・
５
３
・
２
１
１
１

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、

国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

20
歳
に
な
っ
た
と
き
や
勤
務

先
を
退
職
（
失
業
）
さ
れ
た
と

き
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
手

続
き
が
必
要
で
す
。
（
※
勤
務

先
を
退
職
（
失
業
）
さ
れ
た
方

に
扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
も
、

国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続
き
が

必
要
で
す
。
な
お
、
厚
生
年
金

保
険
の
加
入
者
で
あ
る
配
偶
者

に
扶
養
さ
れ
る
方
は
、
配
偶
者

の
勤
務
先
へ
加
入
手
続
き
が
必

要
で
す
。
）

　

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
年
金

手
帳
な
ど
、
基
礎
年
金
番
号
が

分
か
る
書
類
を
ご
用
意
の
う
え
、

お
住
ま
い
の
市
町
村
の
国
民
年

金
担
当
窓
口
で
お
願
い
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
額
は
、
月

額
１
６
，５
４
０
円
で
す
が
、
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
は
、
保
険
料
免
除
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

問
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
０
５
・
１
１
６
５

 

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

問
白
河
年
金
事
務
所

 

国
民
年
金
課

☎
０
２
４
８
・
２
７
・
４
１
６
１

 

（
代
表
）

　

国
立
那
須
甲
子
少
年
自
然
の

家
で
は
、
小
中
学
生
を
対
象
に

「
な
す
か
し
の
森
９
Ｄ
Ａ
Ｙ
Ｓ

国
民
年
金
へ
の
加
入

手
続
き
は
お
済
み
で

す
か
？

な
す
か
し
の
森

９
Ｄ
Ａ
Ｙ
Ｓ

キ
ャ
ン
プ
２
０
２
０

「
空
気
の
き
れ
い
な

施
設
・
大
募
集
！
」

２
０
２
０
年

工
業
統
計
調
査

実
施
に
つ
い
て

ゆったり♨個室休憩プラン 大　　人
お一人様

～個室でゆったりお食事付プランでお疲れを癒してください～
【営業時間】10：00～16：00  タオル・バスタオル付き
【お 部 屋】本館和室（8畳）に、お食事をお運びいたします♪
【お 子 様】中学生以下はお食事なしの￥1,000にてご休憩できます。

お食事付
特製松花堂弁当

ソフトドリンク１杯付★

￥3,500（税込）

泉崎カントリーヴィレッジ
SPA&SPORTS  PUBLIC  HOTEL 泉崎さつき温泉  ☎ 53‐4211　📠📠 53‐4255

e‐mail :spa@izumizaki‐cv.com
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